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令和４年第３回五城目町議会定例会議事日程［第３号］ 

令和４年９月７日（水）午前１０時００分開議 

 

１ 開会（開議）宣告 

２ 議事日程 

   日程第 １ 議案第５０号 五城目町附属機関設置条例の一部を改正する条例制定 

                について 

   日程第 ２ 議案第５１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

                制定について 

   日程第 ３ 議案第５２号 五城目町環境基本条例制定について 

   日程第 ４ 議案第５３号 専決処分（第５号）の承認を求めることについて 

                ・令和４年度五城目町一般会計補正予算（第２号） 

   日程第 ５ 議案第５４号 令和３年度五城目町一般会計歳入歳出決算認定につい 

                て 

   日程第 ６ 議案第５５号 令和３年度五城目町国民健康保険特別会計歳入歳出決 

                算認定について 

   日程第 ７ 議案第５６号 令和３年度五城目町後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

                決算認定について 

   日程第 ８ 議案第５７号 令和３年度五城目町介護保険特別会計歳入歳出決算認 

                定について 

   日程第 ９ 議案第５８号 令和３年度五城目町障害認定事業特別会計歳入歳出決 

                算認定について 

   日程第１０ 議案第５９号 令和３年度五城目町水道事業会計決算認定について 

   日程第１１ 議案第６０号 令和３年度五城目町下水道事業会計決算認定について 

   日程第１２ 報告第 ７号 令和３年度決算に基づく健全化判断比率について 

   日程第１３ 報告第 ８号 令和３年度決算に基づく資金不足比率について 

   日程第１４ 議案第６１号 令和４年度五城目町一般会計補正予算（第３号） 

   日程第１５ 議案第６２号 令和４年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算 

                （第１号） 
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   日程第１６ 議案第６３号 令和４年度五城目町介護保険特別会計補正予算 

                （第１号） 

   日程第１７ 議案第６４号 令和４年度五城目町水道事業会計補正予算（第２号） 

   日程第１８ 報告第 ９号 令和３年度五城目町の教育に関する事務の管理及び執 

                行状況の点検及び評価の報告について 

   日程第１９ 報告第１０号 株式会社あったか五城目の経営状況を説明する書類の 

                提出について 

 

 

 



 

- 83 - 

令和４年五城目町議会９月定例会会議録  

 

令和４年９月７日午前１０時００分五城目町議会９月定例会を五城目町役場議場に招集さ

れた。 

１．応招（出席）議員は、次のとおりである。 

   １番 工 藤 政 彦          ３番 松 浦   真 

   ４番 石 川 交 三          ５番 椎 名 志 保 

   ７番 佐々木 仁 茂          ８番 畑 澤 洋 子 

   ９番 斎 藤   晋         １０番 石 井 光 雅 

  １１番 伊 藤 正 春         １２番 佐 藤 重 信 

  １３番 荒 川 正 己         １４番 舘 岡   隆 

１．不応招（欠席）議員は、次のとおりである。 

   ６番 荒 川   滋 

１．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は、次のと

おりである。 

  町 長   渡 邉 彦兵衛    副 町 長   武 田 和 栄 

  教 育 長   畑 澤 政 信    総 務 課 長   伊 藤 敏 和 

  まちづくり課長   柏   和 順    税 務 課 長   石 井 政 幸 

  会 計 管 理 者   猿 田   仁    議会事務局長   東海林 博 文 

  農林振興課長   大 石 芳 勝    商工振興課長   小 玉 洋 史 

  建 設 課 長   猿 田 弘 巳    学校教育課長   齊 藤 正 和 

  生涯学習課長   越 高 博 美    住民生活課長   小 玉 広 信 

  健康福祉課長   猿 田 広 秋    消 防 長   佐々木 貴 仁 

  総務課課長補佐   小 玉 重 巌    代表監査委員   小 玉 睦 男 

１．会議書記は、次のとおりである。 

  議会事務局長   東海林 博 文 

１．会議の開閉時刻、質疑応答は別紙のとおりである。 
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             午前１０時００分 開議 

○議長（石川交三君） おはようございます。 

  本日の議事日程については、タブレットをご覧ください。 

  ただいまの出席議員数１２名、会議は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  日程に従い、議案の審議に入ります。 

  議案第５０号、五城目町附属機関設置条例の一部を改正する条例制定についてを議題

といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 議案綴り４ページをお願いします。 

  議案第５０号、五城目町附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について、提案

理由をご説明申し上げます。 

  本案は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進について、環境

基本計画等の策定及び変更に関し審議する「五城目町環境審議会」を設置するため、当

該条例の一部を改正するものであります。 

  改正内容は、条例別表中に「五城目町環境審議会」を追加し、当該条例の改正附則に

おいて、その環境審議会委員の報酬を日額６，０００円、半日額３，０００円に定める

ため、五城目町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正を行うものであります。 

  施行期日は、公布の日からとしております。 

  よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第５０号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第５１号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定につ
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いてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 議案第５１号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を

改正する法律の施行に伴い、非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和等の措置を講ず

るため、当該条例の一部を改正するものであります。 

  主な改正内容は、非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩和や、

非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化等の措置を講ずるものとなってお

ります。 

  施行期日は、令和４年１０月１日からとしております。 

  よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第５１号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第５２号、五城目町環境基本条例制定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 議案第５２号、五城目町環境基本条例制定について、提案理由

をご説明申し上げます。 

  本案は、環境の保全及び創造に関する基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に施

策を推進し、もって現在及び将来の住民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを

目的に、当該条例を制定するものであります。 

  当該条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、町、事業者及び住民の責

務を明らかにし、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めるものとな
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っております。 

  条例の内容は、第１条から第７条までが目的、基本理念及び町、事業者、住民の責務

などの総則、第８条から第２２条までが環境基本計画をはじめ、環境教育や自発的活動

などの「環境の保全及び創造に関する基本的施策」、第２３条が環境審議会、第２４条

から第２６条が「環境の保全及び創造を図るための推進対策等」となっております。 

  施行期日は、公布の日からとしております。 

  よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。１４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） この条例制定については、町長から行政報告の中であった条例制

定をする、見れば条例制定のほか、計画の策定について審議会とかっていうのは何か町

長の行政報告の中にありましたが、そのことと一緒ですか。この条例はその件になりま

すか。 

○議長（石川交三君） 柏まちづくり課長 

○まちづくり課長（柏和順君） １４番舘岡議員にお答えします。 

  この条例を制定しまして、併せまして一番最初に議案の上程させていただきました報

酬とか附属機関のほうも議決をいただきますと、審議会を設置しまして環境基本計画な

どを策定していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） １４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） 町長の行政報告からいきますと、これが早速バイオマスのほうに

進んでいくような町長の報告の中身であったような感じがいたします。このバイオマス

については、我々も林活でいろいろとバイオマスの向浜のユナイテッドの発電所にも行

きましたし、いろいろ研究してきましたけれども、実際、当局から一切今までバイオマ

スについては何らいろいろと協議する案件もなかったのでありまして、いきなりここへ

来て、当初で果たしてこれ、バイオマスについても何かしらこの予算をもっておったの

かどうか。突然この９月議会になって、このバイオマス研修に行ってきたという報告を

して、早速条例、バイオマスのほうに進むということも、もう当局がそういうふうに進

めていくつもりでこれ運んでおりますが、果たしてそれでいいのかなと思うんですけど

も、そこには、もう一回、例えばこの研修の内容等、それから紫波町に行ったそのある

意味いろんな文書があると思うんですけども、それら我々に示しながら、こうでありま
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したからこちらのほうにこういう考えありますからこういうふうにしていきますよとい

うぐらいだったらいいんだけども、いきなりこの９月議会来て、条例は作るわ、審議会

は立ち上げるわ、ちょっとこれは拙速すぎるんでないでしょうか。 

○議長（石川交三君） 柏まちづくり課長 

○まちづくり課長（柏和順君） １４番舘岡議員にお答えします。 

  ６月議会におきまして、紫波町と大阪府に行く視察のための旅費の議決、補正予算の

議決をいただいております。それに基づいて紫波町のほうには研修に行かせていただき

ました。 

  環境条例につきましては、大きな町の環境の保全と創造について定める条例となって

おります。その中で確かにバイオマスというような発言もありましたけれども、バイオ

マスに限らず太陽光であったり、いろいろな脱炭素に関係する再生可能エネルギーがあ

ると思います。そのあたりを審議するために審議会を設置して環境基本計画などを策定

してまいりたいと思っております。 

  また、町長の行政報告では、その紫波町に行った結果などを報告させていただいてお

りますので、そのあたりも考慮に入れていただければいいかなと思っております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） １４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） まあ柏さんの話、十分分かったような感じがいたしますが、行政

報告があって、それに基づいて今日の議案上程と質問をさせて、議案上程はそちらで進

めますが、その議案上程に対応して質問させていただいてるところです。町長の行政報

告見ますと、間違いなくバイオマスに向かってるような、遠回しなそれを感じさせるよ

うな言い方ですよ。だから、それらはやっぱりバイオマスに向かっていってるんでしょ。

まあこれはまず発電するか熱だけにするか、これはちょっと分からないんだけども、紫

波町の場合は町長の行政報告を見ますと、これは温度だけですか、温度ヒーター、温度

を発生させて何かやってるような状況しか載ってないけども、実際発電までしてるのか

どうか。発電するのをそれを発電はそれこそさっきも言ったようにユナイテッドでやっ

てますから、十分検証できるんですよ、民間でね。ですから、紫波町に行って温度でヒ

ーター的にやってるのかどうか。これ発電までもってくのかどうか。それらもう少し議

会の中さオープンにして、まあその中身、パンフレットも何にもないとこで何かあって

てこういうような話できるのはいいけれども、突然町長から行政報告出して、で、読ん
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でいただいて、それでそういうふうな、それで課長から言わせると、いや６月議会に出

張の金の予算つけてあったんだよと。その時はそういう話をして予算つけたかどうか、

６月議会のあれで、議事録見なきゃ分からないけれども、委員長報告見なきゃ分からな

いけれども、そこまで言ってなかったと思うんだけどね、まずね。だから、そこに向か

っていってるんだったら向かっていってるなりの本当にオープンにしたほういいですよ。

まして森林組合も行ってるっていうから、まさか、おそらくそういうふうな流れになっ

ていってるんでしょう。それをさあ一回行政報告したから、委員長報告、課長が説明し

たからって、それで済むわけじゃないと思うんだな。もう少し議会の中が全体が、ああ、

それじゃあ町の事業、新しい事業さこうしていこうというふうに流れになるようにした

ほうがいいんじゃないですか、オープンにして。まあそういうことです。何かあったら。 

○議長（石川交三君） 柏まちづくり課長 

○まちづくり課長（柏和順君） 紫波町のほうに視察させていただいたのは、確かに木質

バイオマスをメインにしております。発電事業と熱源供給について視察しております。

ただ、季節的にその熱源供給と木質バイオマスの発電では賄えない部分がありまして、

そこを補う必要があるというふうに話を聞いてきております。そこについては、太陽光

発電または風力発電なども併用していくべきだという話を聞いてきております。 

  木質バイオマスというのは、６月議会でも委員会のほうでかなりお話しさせていただ

いたかなと思うんですけども、町の産業であります森林を活用しまして地産地消のエネ

ルギーということも視野に入れておりますので、そのあたりで木質バイオマスをメイン

にしていきたいというふうにしては考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。９番斎藤晋議員 

○９番（斎藤晋君） 余りにも壮大な条例案でありますけども、心配なのは、どこの課で

このオゾン、それから水質、土壌の成分調査をするのか、そういうものを基準がどこに

あって、いつの時代を基準してそれを検討するのか、そういうことまで決めていらっし

ゃるのかと。五城目にとって一番大事なのは、課長が今お話したとおり森林、それから

水だと思います。空気もそうですけども。そういうものをちゃんと後世に、この時代は

こうだったというものを残す、そういうようなものまでつくって審議会のほうにかける

のか。そういうことをちょっと大丈夫かなというふうに思いました。 

  付け足しの中で、付け足しっていえば悪いですね。資源の環境的な利用等の促進とい
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うところに、第１５条ですか、馬場目川とか内川川とか富津内川というふうに載ってま

すけれども、そういうものでなく、出来上がったものに、ただこれ付け足したような気

もいたしますけれども、まずつくらなければいけない条例であることは確かだと思いま

すけども、その確実性、その調査、そういうものがどうなるのかちょっと心配な面があ

りますので、お答えいただければというふうに思います。 

○議長（石川交三君） 柏まちづくり課長 

○まちづくり課長（柏和順君） ９番斎藤議員にお答えします。 

  条例の第４章、議案綴りの１８ページですけども、このあたりに推進体制については

触れさせていただいております。民間団体であったり、秋田県、他の市町村と協力して

というふうな感じで、その推進に努めてまいりたいと思っております。 

  あとそれから、全員協議会でも説明させていただいておるんですけども、大きな目標

として、２０３０年までに公共施設における再生可能エネルギーへのシフトチェンジを

目標としております。あともう一つは、２０５０年に民生部門も含めたカーボンニュー

トラルを進めていこうと考えております。あと、近いところの目標で言いますと、今年

度中に、今回議会にこのように環境基本条例を上程させていただいておりますけれども、

これと併せまして環境基本計画と、それから温暖化防止実行計画の事務事業編などを策

定してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第５２号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第５３号、専決処分（第５号）の承認を求めることについて、令和４年度

五城目町一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 専決処分の予算書１ページをお願いします。 
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  議案第５３号、専決処分（第５号）の承認を求めることについて、令和４年度五城目

町一般会計補正予算（第２号）、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、令和４年度五城目町一般会計において、令和４年８月の豪雨への対応や発生

した甚大な被害の復旧作業、農地・農業用施設、林道施設災害復旧事業及び公共土木施

設災害復旧事業などの経費について、特に急を要するため、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、令和４年８月１６日付けをもって令和４年度五城目町一般会計補正予

算（第２号）を専決処分させていただいたものであります。 

  補正額は、歳入歳出それぞれ２億３，８３６万４，０００円を増額し、補正後の歳入

歳出予算総額を５９億４，３４６万２，０００円とするものであります。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、関係部分を関係各常任委員会に付

託することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第５３号の審査について

は、関係部分を関係各常任委員会に付託することに決定いたします。 

  本日は参与として代表監査委員の出席を求めております。 

  代表監査委員着席のため、暫時休憩いたします。 

             午前１０時２３分 休憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

             午前１０時２４分 再開 

○議長（石川交三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程に従い、議案第５４号、令和３年度五城目町一般会計歳入歳出決算認定について

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 議案第５４号、令和３年度五城目町一般会計歳入歳出決算認定

について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、監査委員による審査結果の意
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見書を付けて同決算の認定を求めるものであります。 

  主な決算概要について、決算書に基づいてご説明申し上げます。 

  決算書６ページ・７ページをお願いします。 

  歳入の総額です。表の下段、歳入合計の欄をご覧ください。予算現額６６億４，３４

１万５，０００円、調定額６６億７，４４５万１，４２１円、収入済額６６億４８８万

３０１円、不納欠損額１，０８６万９，３８９円、収入未済額５，８７０万１，７３１

円であります。 

  １０ページ・１１ページをお願いします。 

  歳出の総額です。表の下段、歳出合計欄をご覧ください。予算現額６６億４，３４１

万５，０００円、支出済額６１億６，１２７万５，２４３円、翌年度繰越額２億２，３

００万４６２円、不用額２億５，９１３万９，２９５円であります。 

  １２ページをお願いします。 

  歳入歳出差引残額は４億４，３６０万５，０５８円です。 

  歳入の主な決算についてご説明を申し上げます。 

  １６・１７ページをお願いします。 

  １款町税、表の上段をご覧ください。調定額８億１，５７４万２，６２２円、収入済

額は７億４，６１８万７，３０２円で、徴収率は９１．４７％となります。１，０８６

万９，３８９円を不納欠損処分し、収入未済額は５，８６８万５，９３１円となってお

ります。前年度決算と比較して徴収率０．３４ポイント上昇し、収入未済額は６３万９，

６５０円減少しましたが、引き続き多額の不納欠損額を計上している状況にあることか

ら、今年度も徴収率の向上と欠損処分の抑制に努めつつ、自主財源の確保に最善を尽く

してまいる所存であります。 

  ２２・２３ページをお願いします。 

  ７款地方消費税交付金、決算額は２億１，６５９万７，０００円で、前年度に比べ１，

３１３万５，０００円の増となっております。 

  ２４・２５ページをお願いします。 

  ９款地方特例交付金、決算額は１，１３２万１，０００円で、前年度比５１７万１，

０００円の増となっております。 

  １０款地方交付税、地方交付税の決算額は総額で２９億６，９２６万３，０００円で、

内訳は備考欄にありますが、普通交付税２７億１，７６７万１，０００円、前年度に比
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べ２億７，２２９万円の増、特別交付税２億５，１５９万２，０００円、前年度比３，

３８３万３，０００円の増の決算となりました。 

  ３２・３３ページをお願いします。 

  １４款国庫支出金９億８，８４８万７，７２３円の決算です。前年度比１２億５，４

２８万９，７０６円の減額決算です。前年度に比べ増減の主な要因は、３４・３５ペー

ジをお願いします。１項２目衛生費国庫負担金の保健衛生費負担金、ワクチン接種対策

４，２８８万９，１９９円が皆増したこと、また、減額した要因としては、２款１目総

務費国庫補助金において、特別定額給付金給付事業費補助金が終了したことにより８億

９，７９３万２，３７０円が減少したこと、３８・３９ページをお願いします。２項６

目教育費国庫補助金の１節小中学校補助金において、前年度比４億９，０６４万２，０

００円の減少などによるものであります。 

  ５６・５７ページをお願いします。 

  １８款繰入金７，４００万７，５４０円の決算です。前年度比５億６，５０７万９，

５１２円の減額決算ですが、前年度に比べ減額の要因は、５８・５９ページをお願いし

ます。中段になりますが、２項５目の教育施設整備基金からの繰入金６億円の皆減など

によるものであります。 

  ６８・６９ページをお願いします。 

  ２１款町債、総額で４億９，９５０万円の決算です。前年度比３億８，８９０万円の

減額決算ですが、増減の主な要因は、１項２目衛生費の火葬場整備事業債１億７，５９

０万円の増額したことや、７０ページ・７１ページになりますが、１項６目教育債の小

学校の改築関係で小学校改築事業債、前年度比５億６５０万円の減、小学校解体事業債

４，４９０万円の増、このほか学童施設改築事業債６，５４０万円の減などによるもの

であります。 

  以上が一般会計歳入決算の概要を申し上げましたが、歳入歳出決算の事項別明細は決

算書１５ページから４０５ページとなっております。決算特別委員会においてご審議い

ただきたいと存じます。 

  なお、特別会計の決算につきましては、小玉、荒川両監査委員に審査していただき、

別紙意見書を付けて提出を申し上げた次第であります。 

  よろしくご審議くださいますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（石川交三君） 次に、監査委員の報告を求めます。小玉代表監査委員 
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○代表監査委員（小玉睦男君） 決算議会報告を行う前に一言申し上げます。 

  先月８月９日から１３日にかけ、本町では記録的な豪雨災害に見舞われてしまいまし

た。被災された住民の皆さんが一刻も早く元の生活に戻られるよう、心からお見舞いを

申し上げます。また、復旧に尽力されている地域の方々、役場職員、議員の方々、ボラ

ンティアの方々に敬意を表したいと思います。 

  それでは、令和３年度の一般会計歳入歳出決算議会報告に入らせていただきます。 

  令和３年度の決算審査は、去る７月１２日から１９日にわたり、荒川監査委員ととも

に審査を実施し、各課室での重点施策、今後の課題、関係帳簿に基づく予算の執行状況、

財産に関する事務及び計数などの確認を行い、適正に執行されているかを審査いたしま

した。 

  お手元にあります五城目町各会計決算審査意見書及び附属書類に基づきましてご報告

を申し上げます。 

  なお、金額については千円単位にてご報告いたしますので、ご了承お願いいたします。 

  まずは一般会計についてです。 

  意見書の２ページをご覧ください。 

  歳入総額は６６億４８８万円、歳出総額は６１億６，１２７万５，０００円、差引額

は４億４，３６０万５，０００円で、翌年度繰越額８５５万８，０００円を除いた実質

収支額は４億３，５０４万６，０００円の黒字となっております。単年度収支額も１億

３，１５９万５，０００円の黒字となっております。 

  次に、歳入についてです。 

  附属書類の財産に関する調書の７８ページをご覧ください。 

  歳入の内訳では、自主財源は町税、使用料、手数料、寄附金、繰入金等の合計が１３

億９，０９３万６，０００円となっております。決算額構成の割合では２１．０％で、

前年度の２３．３％と比較して若干減少しております。 

  一方、依存財源は、前年度より国庫支出金、町債等が大幅に減少し、地方交付税が３

億６１２万３，０００円増加しております。決算額構成の割合は７９．０％で、前年度

の７６．７％と比較して上昇しております。 

  決算意見書の４ページをご覧ください。 

  町税についてです。収入済額は７億４，６１８万７，０００円となっております。前

年度より減少となりましたが、収入率は９１．４７％で前年度の９１．１３％より増加
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し、高い収納率を維持しています。一方、収入未済額は前年度６４万円ほど減少してる

ものの、５，８６８万５，０００円で依然高い数値を示しています。 

  このように収入額では減少となっているものの、各種税及び使用料などは高めの収納

率を維持していることから、関係部署での取り組みと適切な対応の成果がうかがえます。

今後も引き続き徴収業務に努めてもらいたいと思います。 

  ここでまた附属書類の財産に関する調書の７８ページをご覧ください。 

  歳入決算総額に占める構成比の主な割合については、町税１１．３％、地方交付税４

５．０％、町債７．６％、国庫支出金１５．０％、県支出金６．４％、繰越金４．６％

などとなっております。 

  次に、歳出についてです。 

  ここでも附属書類の７９ページをご覧ください。 

  予算の執行率は９２．７４％です。不用額は２億５，９１３万９，０００円となって

おります。 

  決算書の表では歳出を款別に見た場合の金額が記載されておりますが、ここでは歳出

を性質別構成で見た場合の金額が示されておりますので、ご報告いたします。 

  人件費、扶助費、公債費などの義務的経費は２５億１，６２５万６，０００円で、決

算構成比の４０．８％を占め、普通建設事業費などの投資的経費は７億１，７１８万１，

０００円で、決算構成比の１１．７％を占めております。このうち義務的経費の数値の

４０．８％は、財政の硬直性を表しております。また、この義務的経費の割合は前年度

より約１０ポイント余り上昇し、投資的経費の割合は前年度比１４ポイント余りの大幅

な減少に転じております。これは、五小改築工事があった令和２年度と比較して、普通

建設事業費のうち補助事業費、単独事業費が大幅に減少したことによるものです。 

  なお、歳出決算総額に占める構成比の主な割合については、人件費１９．２％、物件

費１４．８％、扶助費１１．８％、補助費等１６．４％、繰出金６．４％、公債費９．

８％等となっております。 

  決算意見書２０ページの総括にも示しておりますが、令和３年度の決算では、自主財

源の一部である町税が高い収納率を維持し、また、大きな災害もなく、大型公共事業も

少なかったため、財政面では比較的安定した年度であったと思います。ただ、本年１月

には豪雪、先月８月には豪雨災害が発生してしまいました。今後も気候変動による風災

害、地震災害等がいつ起こるか予測できない状態です。自主防災はもちろんですが、財
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政面でも限られた予算を効率的・効果的に執行し、住民の生命、財産の保護をお願いい

たします。 

  次に、財産に関する調書についてご報告申し上げます。 

  公有財産は、土地及び建物、有価証券、債権、基金等の残高等を検査いたしましたが、

調書のとおり相違ありませんでした。引き続き公有財産等の管理をお願いいたします。 

  以上、令和３年度一般会計歳入歳出決算のご報告といたします。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、決算特別委員会に付託することに

ご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第５４号の審査について

は、決算特別委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、お諮りいたします。公営企業会計決算を除く議案第５５号から議案第５８号ま

での特別会計決算４件を一括議題に供したいが、ご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第５５号、令和３年度五

城目町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第５６号、令和３年度五

城目町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第５７号、令和３年度

五城目町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第５８号、令和３年度五城

目町障害認定事業特別会計歳入歳出決算認定について、以上４件を一括議題といたしま

す。 

  以上４件について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 議案第５５号、議案第５６号、議案第５７号、議案第５８号に

ついて、ご説明を申し上げます。 

  はじめに、議案第５５号、令和３年度五城目町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について、主な決算概要についてご説明を申し上げます。 

  ４０８・４０９ページお願いをします。 

  歳入の総額です。表の下段、歳入合計欄をご覧ください。予算現計１１億４，１８１
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万９，０００円、調定額１１億７，９５０万３，５２６円、収入済額１１億４，６５６

万３，８５１円、不納欠損額５３６万２，２８３円、収入未済額２，７５７万７，３９

２円であります。 

  ４１２・４１３ページをお願いします。 

  歳出の総額です。表の下段、歳出合計欄をご覧ください。予算現計１１億４，１８１

万９，０００円、支出済額１１億１，９１８万３，３９６円、不用額２，２６３万５，

６０４円であります。 

  歳入歳出差引予算残額は２，７３８万４５５円であります。 

  決算の明細は、４１５ページから４４７ページとなっております。 

  本案に関する監査委員の意見を付けて決算認定に付するものであります。 

  次に、議案第５６号、令和３年度五城目町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、決算概要についてご説明を申し上げます。 

  ４５０ページ・４５１ページをお願いします。 

  歳入の総額です。表の下段、歳入合計欄、予算現計１億３，９４８万２，０００円、

調定額１億３，９１７万３，１６２円、収入済額１億３，７３２万４，８２５円、不納

欠損額５３万２，５５０円、収入未済額１３１万５，７８７円であります。 

  ４５２・４５３ページ。 

  歳出の総額であります。表の下段、歳出合計欄をご覧ください。予算現計１億３，９

４８万２，０００円、支出済額１億３，７２５万７，６９５円、不用額２２２万４，３

０５円であります。 

  歳入歳出予算差引残額は６万７，１３０円です。 

  決算の明細は、４５５ページから４６７ページとなっております。 

  監査委員の意見書を付けて決算認定に付するものであります。 

  次に、議案第５７号、令和３年度五城目町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、ご説明を申し上げます。 

  はじめに、保険事業勘定です。 

  ４７２・４７３ページをお願いします。 

  保険事業勘定歳入の総額です。表の下段、歳入合計をご覧ください。予算現計１９億

６，４９４万４，０００円、調定額２０億３，７８７万６，９４７円、収入済額２０億

３，１９３万７，２３７円、不納欠損額２４２万５，５３０円、収入未済額３５１万４，
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１８０円であります。 

  なお、不納欠損額及び収入未済額は、第１号被保険者保険料となっております。 

  ４７６ページ・４７７ページをお願いします。 

  保険事業勘定歳出の総額であります。表の下段、歳出合計欄をご覧ください。予算現

計１９億６，４９４万４，０００円、支出済額１８億８，７２１万７，９３０円、不用

額７，７７２万６，０７０円であります。 

  歳入歳出差引残額は１億４，４７１万９，３０７円です。 

  次に、介護サービス事業勘定です。 

  ４７８・４７９ページをお願いします。 

  介護サービス事業勘定の歳入総額です。表の下段、歳入合計をお願いします。予算現

計４９７万４，０００円、調定額、収入済額ともに４８２万７，６４３円、不納欠損額、

収入未済額はございません。 

  ４８０・４８１ページをお願いします。 

  介護サービス事業勘定の歳出の総額です。表の下段、歳出合計欄をご覧ください。予

算現計４９７万４，０００円、支出済額４８２万７，４１０円、不用額１４万６，５９

０円であります。 

  歳入歳出差引残額は２３３円です。 

  決算書の明細は、４８３ページから５３９ページとなっております。 

  監査委員の意見書を付けて決算認定に付するものであります。 

  続いて、議案第５８号、令和３年度五城目町障害認定事業特別会計歳入歳出決算認定

について、主な決算概要についてご説明を申し上げます。 

  ５４２・５４３ページをお願いします。 

  歳入の総額です。表の下段、歳入合計欄をご覧ください。予算現計３６８万円、調定、

収入済額とも３９１万５，０７１円、不納欠損額、収入未済額はありません。 

  ５４４・５４５ページをお願いします。 

  歳出の総額です。表の下段、歳出合計欄をご覧ください。予算現計３６８万円、支出

済額３０８万１，３３４円、不用額５９万８，６６６円であります。 

  歳入歳出差引残額は８３万３，７３７円です。 

  決算の明細は、５４７ページから５５５ページとなっております。 

  監査委員の意見書を付けて決算認定に付するものであります。 
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  議案第５５号、議案第５６号、議案第５７号、議案第５８号、よろしくご審議くださ

いますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川交三君） 特別会計４件について、監査委員の報告を求めます。小玉代表監

査委員 

○代表監査委員（小玉睦男君） それでは、特別会計についてご報告申し上げます。 

  特別会計は、全ての会計で黒字となり、歳入総額は３３億２，４５６万８，０００円、

歳出総額は３１億５，１５６万７，０００円で、１億７，３００万１，０００円の黒字

となっております。単年度収支でも、国保会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計、

障害者認定事業会計のそれぞれで黒字となっております。 

  はじめに、国民健康保険特別会計についてです。 

  決算意見書の１３ページから１５ページをご覧ください。 

  歳入歳出差引額は２，７３８万円の黒字でした。国保税の収納率は８１．８５％で、

前年度比１．９５ポイント伸び、保険料は２１万２，０００円減少しております。ただ、

基金残高の減少もあり、国保財政が厳しいことには変わりはありません。不納欠損額は

５３６万２，０００円、収入未済額は２，７５７万７，０００円で、前年度より若干減

少しております。今後も滞納整理に一層の努力をお願いいたします。 

  次に、後期高齢者医療特別会計についてです。 

  １６ページをご覧ください。 

  保険料収入は８，７９９万８，０００円でした。歳入歳出差引額は６万７，０００円

の黒字ですが、不納欠損額は５３万２，０００円、収入未済額は増加して１３１万５，

０００円となっております。歳出の主なものは後期高齢者医療広域連合への納付金とな

っておりますが、未納分の保険料については町に徴収義務がありますので、解消の努力

をお願いいたします。 

  次に、介護保険特別会計についてです。 

  １６ページから１７ページをご覧ください。 

  保険事業勘定、介護サービス事業勘定の２つの会計となります。 

保険事業勘定では、歳入歳出差引額は１億４，４７１万９，０００円の黒字となりまし

た。介護認定者は９０５人で、前年度より１９人増加しております。不納欠損額は２４

２万６，０００円、収入未済額は３５１万４，０００円となっております。 

  次に、障害認定事業特別会計についてです。 
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  １８ページをご覧ください。 

  歳入歳出の差引額は８３万４，０００円の黒字でした。 

障害認定については、障害支援区分認定委員による審査会で行われており、令和３年度

は３９件の障害認定がありました。 

  以上、令和３年度特別会計歳入歳出決算のご報告といたします。 

○議長（石川交三君） 特別会計４件に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。以上４件のこれが審査については、決算特別委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第５５号、議案第５６号、

議案第５７号、議案第５８号は決算特別委員会に付託することに決定いたします。 

  コロナ対策で議場内換気のため、暫時休憩といたします。再開は１１時１５分といた

します。 

             午前１１時０４分 休憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

             午前１１時１５分 再開 

○議長（石川交三君） 再開いたします。 

  次に、お諮りいたします。議案第５９号、議案第６０号の公営企業会計決算２件を一

括議題に供したいが、ご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第５９号、令和３年度五

城目町水道事業会計決算認定について、議案第６０号、令和３年度五城目町下水道事業

会計決算認定について、以上２件を一括議題といたします。 

  以上２件について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 議案第５９号、議案第６０号をご説明申し上げます。 

  はじめに、議案第５９号、令和３年度五城目町水道事業会計決算認定について。 

  本案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。 
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  決算の概要につきましては、水道事業会計決算書の１ページ、決算報告書、３ページ、

損益計算書をもとにご説明を申し上げます。 

  収益的収支では、１ページの決算報告書の中にありますけれども、事業収益（税抜額）、

収入の表の欄外になりますが、２億４０万８２６円、事業費（税抜額）、支出の表の欄

外にありますが、２億２，３７６万５，１１６円、３ページ、６の当年度純損失は、下

段から３行目になります、２，３３６万４，２９０円となります。当年度純損失に前年

度繰越利益剰余金８，１６７万２，９０４円を加え、当年度未処分利益剰余金は５，８

３０万８，６１４円であります。 

  資本的収支では、２ページになりますが、収入、第１款資本的収入６，０３４万２，

８１５円、税込額であります。支出、第１款資本的支出１億５，８８４万１，９７７円、

税込額であります。差引不足額９，８４９万９，１６２円です。差引不足額につきまし

ては、過年度分損益勘定留保資金９，１９０万６，９３１円、過年度分資本的収支調整

額８８万５，６９９円、当年度分損益勘定留保資金５７０万６，５３２円で補てんして

おります。 

  次に、第６０号、令和３年度五城目町下水道事業会計決算認定について。 

  本案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。 

  決算の概要につきましては、下水道事業会計決算書の１ページから３ページの決算報

告書、損益計算書をもとにご説明を申し上げます。 

  収益的収支では、１ページの決算報告書にありますとおり、下水道事業収益（税抜額）

で、２億９，４６２万２，７８６円、下水道事業費（税抜額）で、２億８，５６９万６，

３７７円、３ページになりますけれども、当年度純利益は８９３万７７９円となります。

下水道事業会計は、令和３年度からの公営企業会計ですので、前年度繰越利益剰余金な

どはゼロ円であります。よって、３ページの下段右になりますけれども、当年度未処分

利益剰余金は８９３万７７９円であります。 

  資本的収支、２ページになりますが、収入、第１款資本的収入１億３，６９０万４，

０００円、税込額です。支出、第１款資本的支出２億２，８３６万７，７４６円、税込

額ですが、差引不足額は９，１４６万３，７４６円です。差引不足額につきましては、

下段にありますように、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７５万７，９

０８円、当年度分損益勘定留保資金９，０７０万５，８３８円で補てんしております。 
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  議案第５９号、議案第６０号、両案の決算の詳細につきましては、決算特別委員会に

おいてご審議いただきたいと存じます。 

  また、決算につきましては、去る６月２８日、２９日の２日間、小玉、荒川両監査委

員に審査していただき、その審査結果として別紙意見書を付して提案を申し上げた次第

であります。 

  よろしくご審議くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川交三君） 公営企業会計２件について監査委員の報告を求めます。小玉代表

監査委員 

○代表監査委員（小玉睦男君） 水道事業会計及び下水道事業会計決算審査については、

６月２８日から２９日までの２日間にわたり実施しました。 

  はじめに、水道事業会計についてご報告申し上げます。 

  決算意見書の５ページから７ページをご覧ください。 

  令和３年度の決算では、２，３３６万４，０００円の赤字となりました。給水収益も

給水人口などに伴う排水量の減少により営業収益は１億６，８５７万６，０００円で、

前年度より減少しております。 

  営業費用について、大幅な増加の要因は、使用に耐えられない固定資産の残存帳簿価

格を廃棄処分時に費用として計上した固定資産の除却費が大きかったためです。これは、

建設改良工事でＩＳＤＮ回線から光回線への更新及び機器類の更新によるものです。 

  総論にも示しておりますが、今後は人口減少に伴う給水人口の減少、老朽化した施設・

機器等の更新、維持管理については避けて通れない課題となっております。料金回収率、

有収率の向上に努め、効率的かつ計画的な経営をお願いいたします。 

  以上、水道会計についてのご報告とさせていただきます。 

  次に、下水道事業会計についてご報告申し上げます。 

  決算意見書の１１ページから１２ページをご覧ください。 

  事業収益２億９，４６２万７，０００円、事業費用は２億８，５６９万６，０００円

で、純利益８９３万円の黒字となっております。処理区域内人口及び水洗化人口が前年

度から若干減少しているものの、下水道普及率、水洗化率は若干上昇しております。 

  令和３年度からは下水道事業が企業会計へ移行し、経営指標のデータがより的確に把

握できるようになりました。これらのデータの活用により、今後の経営に生かしてほし

いと思います。 
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  水道事業と同様に下水道事業においても人口減少に伴う有収水量の減少が見込まれ、

取り巻く状況は厳しいと思われます。一方で、広域連携による効率的な事業運営の動き

もありますので、今後は現状分析の上、様々な検討をお願いいたします。 

  以上、下水道事業会計についてのご報告とさせていただきます。 

○議長（石川交三君） 公営企業会計２件に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。以上２件のこれが審査については、決算特別委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第５９号、議案第６０号

は、決算特別委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、お諮りいたします。報告第７号及び報告第８号を一括議題に供したいが、ご異

議ございませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、報告第７号、令和３年度決算

に基づく健全化判断比率について、報告第８号、令和３年度決算に基づく資金不足比率

についてを一括議題といたします。 

  両案について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 報告第７号及び報告第８号についてご報告を申し上げます。 

  はじめに、報告第７号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率について。 

  議案綴りの２７ページになります。 

  本案は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和

３年度決算に基づく健全化判断比率について、監査委員の意見を付して報告するもので

あります。 

  実質赤字比率につきましては、一般会計及び障害認定事業特別会計が対象となってお

りますが、いずれの決算でも赤字額が生じていないことから、数値は出ておりません。 

  連結実質赤字比率につきましても、水道事業会計、下水道事業会計を含む全ての特別

会計において赤字額、資金不足額が生じていないことから、数値が出ておりません。 

  実質公債費比率につきましては、一般会計が負担する元利償還金等の標準財政規模に
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対する３か年平均の比率でありますが、前年度と比較して０．５ポイント減の１０％と

なっております。比率減少の要因としては、公営企業のうち、下水道事業に係る地方債

の償還に係る一般会計からの繰入金が法適用により基準が変更となり減少、また、普通

交付税の増加に加えて、比率の高かった平成３０年度の３か年平均から外れたことによ

り減少となったものと分析をしております。 

  将来負担比率につきましては、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政

規模に対する比率でありますが、前年度と比較して２３．４ポイント減の６２．３％と

なっております。比率減少の要因としては、地方債の現在高の減少、下水道事業の法適

用による公営企業債等繰入見込額の減少、退職手当負担見込みの対象者の減少、充当可

能基金の増加、基準財政需要額算入見込額の減少、普通交付税の増加などにより減少し

たものと分析をしております。 

  次に、議案綴りの２９ページをお願いします。 

  報告第８号、令和３年度決算に基づく資金不足比率について。 

  本報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、

公営企業会計の令和３年度決算に基づく資金不足比率について、監査委員の意見を付し

て報告するものであります。 

  資金の不足額については、一般会計等の実質赤字に相当するものでありますが、いず

れの会計も資金の不足額が生じていないことから、数値は出ておりません。 

  以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（石川交三君） 次に、監査委員の報告を求めます。小玉代表監査委員 

○代表監査委員（小玉睦男君） それでは、令和３年度決算に基づく健全化判断比率につ

いてご報告申し上げます。 

  健全化判断比率審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び

第２２条第１項の規定に基づき審査を行うものです。 

  健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる計数が正確に計上

され、かつ適正に作成されているかの審査となります。 

  審査にあたっては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率の４つの財政指標が健全化判断の指数となります。 

  １つ目、実質赤字比率についてです。自治体の主要な会計である一般会計等に生じて

いる赤字の大きさを、その自治体の財政規模に対する割合で表したものを言います。 



 

- 105 - 

  ２つ目、連結実質赤字比率についてです。公営事業を含んだ自治体の全会計に生じて

いる赤字の大きさを、その自治体の財政規模に対する割合で表したものを言います。 

  五城目町の場合、どちらの会計も赤字が生じていないため、良好な状況と認められま

す。 

  ３つ目、実質公債費比率です。自治体の借入金の返済額の大きさを、その自治体の財

政規模に対する割合で表したものを言います。令和３年度の比率は１０．０ポイント、

前年度より０．５ポイント減少しました。基準の２５．０ポイントを下回っております

ので、良好な数値と言えます。 

  ４つ目、将来負担比率についてです。自治体の借入金など現在抱えている負債の大き

さを、その自治体の財政規模に対する割合で表したものを言います。数値が高いほど財

政の弾力性が低下していることになります。令和３年度の比率は６２．３ポイントで、

前年度より２３．４ポイント減少しております。基準は３５０ポイントですので、良好

な数値であると認められます。 

  以上、健全化判断比率は概ね良好であり、特に指摘する事項はありませんでした。 

  次に、公営企業会計の財政健全化に伴う資金不足比率についてご報告申し上げます。 

  これは、水道事業会計と下水道事業会計の資金不足比率の審査となります。 

  いずれの会計も資金不足額が生じていないことから、良好な状態であることを認めら

れます。 

  また、特に指摘する事項もありませんでした。 

  以上、令和３年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率についてのご報告とい

たします。 

○議長（石川交三君） 両案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 両案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。両案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、報告第７号、報告第８号の審

査については、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  小玉代表監査委員退席のため、暫時休憩いたします。 
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             午前１１時３８分 休憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

             午前１１時４０分 再開 

○議長（石川交三君） 再開いたします。 

  昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

             午前１１時４０分 休憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

             午後 １時００分 再開 

○議長（石川交三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程に従い、議案第６１号、令和４年度五城目町一般会計補正予算（第３号）を議題

といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 予算書１ページをお願いします。 

  議案第６１号、令和４年度五城目町一般会計補正予算（第３号）、提案理由をご説明

申し上げます。 

  本案は、脱炭素社会構築に向けた取り組みに関する環境審議会設置に関する経費、役

場庁舎、埋立処分場の修繕、国民健康保険の税率改正や制度改正による繰出金、オミク

ロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン接種の経費、森林環境譲与税を活用した

再造林推進事業の補助金、学校菜園整備工事、雀館運動公園緑地帯整備保全に関する経

費、人事異動に伴う人件費の移動に関する経費などを計上させていただいております。 

  補正額は、歳入歳出それぞれ１億１，６０６万６，０００円を追加し、補正後の歳入

歳出予算総額を６０億５，９５２万８，０００円とするものであります。 

  補正の内容については、歳入からご説明を申し上げます。 

  ８ページをお願いします。１４款１項１目民生費国庫負担金１節０７国民健康保険未

就学児均等割保険税負担金の補正は、制度改正による国負担金として３万７，０００円

を増額補正するものであります。２目衛生費国庫負担金１節０１新型コロナウイルスワ

クチン接種対策費負担金の補正は、オミクロン株に対応したワクチン接種を実施するた

めの国負担金として１，７２７万円を増額補正するものであります。 

  １０ページをお願いします。１４款２項２目民生費国庫補助金１節０２地域介護・福

祉空間整備等施設整備交付金の補正は、高齢者グループホーム等防災改修支援事業とし



 

- 107 - 

て福祉施設へ補助するための国補助金として７７３万円を増額補正。２節０５保育対策

総合支援事業費補助金の補正は、保育の場のコロナ対策のための国補助金として４５万

円を増額補正。３目衛生費国庫補助金１節０４新型コロナウイルスワクチン接種体制確

保事業費補助金の補正は、オミクロン株に対応したワクチン接種を実施するための国補

助金として１，６７１万８，０００円を増額補正するものであります。 

  １２ページお願いします。１５款１項１目民生費県負担金１節０４国民健康保険基盤

安定負担金の補正は、税率改正による県負担金として２７４万円を増額補正。次の１節

０７国民健康保険未就学児均等割保険税負担金の補正は、制度改正による県負担金とし

て１万８，０００円を増額補正。 

  １４ページお願いします。１５款２項４目農林水産業費県補助金１節０６農業次世代

人材投資事業費補助金１節０８元気な中山間農業応援事業費補助金１節１２経営発展支

援事業費補助金は、次世代農業、畜産業を担う経営者に対する県補助金で、合計６０４

万円を増額補正するものであります。 

  １８ページをお願いします。１６款２項１目不動産売払収入１節０１と０２の土地売

払収入、総務課分、建設課分については、いずれも隣地の所有者から申し出による土地

の売払収入であります。合計２６万７，０００円を増額補正しております。 

  ２２ページをお願いします。１８款２項１０目森林環境譲与税基金繰入金１節０１森

林環境譲与税基金繰入金は、再造林推進事業への補助金の充当を見込んだ繰入金で、４

３２万３，０００円を増額補正。 

  ２４ページお願いします。１９款１項１目繰越金１節０１前年度繰越金の補正は、歳

出補正に見合う財源として５，９４１万円を増額補正するものであります。 

  ２６ページお願いします。２１款１項１目総務債１節０２地方創生推進事業債の補正

は、町内事業所改修事業に対する起債で、９０万円を増額補正しております。 

  次に、歳出についてご説明申し上げますが、７９ページから８０ページの歳出全般に

わたる職員人件費につきましては、人事異動に伴う補正が主なものでありますので、個

別の説明は省略させていただきます。 

  なお、一般会計における職員、会計年度任用職員、委員報酬などの人件費の補正は、

給与、手当、共済費等総額で４，７３９万円の増額補正となっております。 

  ３０ページをお願いします。２款１項総務管理費１目０００４電算業務費の補正は、

役場庁舎のプリンタートナーと電算共同事業組合で財務会計システムを改修するための



 

- 108 - 

町負担金４６万７，０００円の補正。５目０００２役場庁舎管理費の補正は、役場庁舎

地下の電気室の蓄電池交換、役場庁舎の各課室に設置されている老朽化したブラインド

の更新に係る経費１６８万６，０００円を補正。６目０００１企画費一般の補正は、脱

炭素社会の構築に向けた環境基本計画の策定などの協議の場として設置する環境審議会

委員の報酬１８万円を増額補正するものであります。０００５地域活性化支援センター

の補正は、保守点検業務で指摘のあった電気設備などの修繕費１６３万円を補正するも

のであります。８目０００１交通安全対策費の補正は、カーブミラーの修繕費２７万１，

０００円を補正。 

  ３６ページをお願いします。２款５目統計調査費２目０００１指定統計調査の補正は、

令和４年度就業構造基本調査に係る調査記入者報償品などの経費で５万円の補正。 

  ３８ページをお願いします。３款１項社会福祉費１目０００５社会福祉協議会費の補

正は、スパーク五城目の屋根修繕費８万１，０００円を補正。２目０００９介護保険繰

出金の補正は、介護報酬改定に伴うシステム改修費、人事異動による人件費の減による

繰出金２９万７，０００円の減額補正するものであります。００１１地域介護・福祉空

間整備事業の補正は、高齢者グループ等の防災・減災対策を推進するための改修や整備

に対する交付金７７３万円を補正。 

  ４０ページをお願いします。３款２項児童福祉費１目０００５子育て特別給付金事業

の補正は、振込手数料等として１万４，０００円を補正。２目０００１子ども・子育て

支援事業負担金の補正は、保育現場のコロナ対策を引き続き推進するための補助金９０

万円を補正。 

  ４４ページをお願いします。３款６項国民健康保険費１目０００１保険基盤安定化事

業の補正は、税率改正による国庫、国、国保会計への繰出金３６５万４，０００円を補

正するものであります。０００５未就学児童均等割保険税繰出金の補正は、未就学児童

の均等割保険税の軽減措置に係る制度改正による繰出金７万５，０００円の補正。 

  ４６ページ、４款１項保健衛生費１目０００９新型コロナウイルスワクチン接種対策

事業の補正は、オミクロン株対応ワクチンの接種に係る経費３，１６８万７，０００円

を補正するものであります。なお、次の００９８職員人件費の補正は、ワクチン業務に

係る職員の時間外勤務手当２３０万１，０００円の補正であります。３目０００１火葬

場管理運営費の補正は、増改築中の火葬場の増築部分の供用開始に伴う自家用電気工作

物保安管理業務、加えて外構工事の変更に係る工事費４４万円を補正するものでありま
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す。 

  ４８ページ、４款３項清掃費２目０００４一般廃棄物埋立処分場管理運営費の補正は、

地下水ポンプ制御盤交換、給水ポンプ修繕に係る経費１１５万５，０００円を補正。 

  ５０ページをお願いします。６款１項農業費３目０００４新規就農総合支援事業の補

正は、認定新規就農者のパイプハウス購入に対する補助金、経営開始に伴う資金の交付

金４８９万円を補正するものであります。５目０００４元気な中山間農業応援事業の補

正は、畜産経営者に対するスキップステアローダー購入経費の補助金１４３万８，００

０円を補正するものであります。 

  ５２ページ、６款２項林業費２目０００６森林環境譲与税事業の補正は、再造林事業

を実施する森林所有者に対する町補助金４３２万３，０００円を補正するものでありま

す。 

  ５４ページ、７款１項商工費２目０００３商店街振興費事業の補正は、町内事業所改

修事業に対する補助金で９０万円の補正。３目０００１観光費一般の補正は、４月にオ

ープンした映画「釣りキチ三平」メモリアルルームを広くＰＲするためのリーフレット

印刷代２４万８，０００円の補正。４目０００１朝市振興費の補正は、除排雪に係る小

型ダンプトラックの借上料１４万３，０００円を補正するものであります。５目０００

２悠紀の国五城目の補正は、正面入口のパイプシャッターの修繕費８万３，０００円を

補正。０００３五城館の補正は、レストラン部分へのすが漏れ修繕に係る経費２６万８，

０００円を補正。０００６五城目朝市ふれあい館の補正は、冬期間の敷地内除雪に係る

作業委託費に１７万６，０００円を補正。 

  ５８ページになります。８款２項道路橋りょう費１目０００１道路橋りょう総務費一

般の補正は、土地売払収入があったことによる財源の置き換え６万９，０００円。２目

０００１道路補修事業の補正は、野田町内周辺の町道岡本川崎線舗装補修工事に係る工

事費で７１８万２，０００円を補正するものであります。０００２除雪事業の補正は、

町道のマンホール周りすり付け工事に係る工事費など２００万円の補正。０００３車両

管理費の補正は、建設課車庫の灯油ホームタンクを更新するための経費８万６，０００

円です。３目０００２単独道路事業の補正は、町道雀館公園東線の集水桝設置工事３９

万６，０００円を補正するものであります。 

  ６０ページお願いします。８款４項都市計画費４目０００１公園維持補修等事業の補

正は、戸村堰緑道の陥没箇所修繕１２０万円の補正。 
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  ６４ページをお願いします。９款１項消防費１目０００２車両管理費の補正は、消防

車に積載された電動油圧スプレレッターの修繕、消防敷地内の除雪に係るローダー借上

料について９７万３，０００円を補正。２目０００１消防団費の補正は、消防団が使用

している団旗を置く腰バンド旗受、三脚を購入する経費５万１，０００円の補正。３目

０００１消防施設費一般の補正は、消防団消舎のシャッター修繕、消防署敷地のヘリポ

ート除排雪委託料７１万２，０００円を補正するものであります。 

  以上が一般会計の主な補正であります。教育委員会関係の補正につきましては、教育

長がご説明を申し上げます。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川交三君） 畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） 教育委員会関係の一般会計補正予算の概要について申し上げま

す。 

  はじめに、歳入について申し上げます。 

  ２０ページをお願いします。１７款１項１目一般寄附金、生涯学習課分１０万円の補

正は、地域図書室「わーくる」の書籍購入費に充ててほしいとのことから齊藤幸作様よ

り寄附をいただいたものであります。 

  なお、今回の補正で図書購入費として同額を計上しておりますので、よろしくお願い

申し上げます。 

  次に、歳出についてご説明申し上げます。 

  ６０ページをお願いします。８款４項５目公園管理費０００１公園管理費１，９０３

万円の補正は、都市公園区域周辺の緑地の整備に係る委託料で、施設周辺の低木や高木

などの撤去及び剪定が主なものであります。 

  ６６ページをお願いします。１０款１項４目外国青年招致事業費０００１外国青年招

致事業費４７万９，０００円の補正は、自治体国際化協会負担金の新規来日、ＡＬＴの

ＪＥＴプログラム会費及び負担金が主なものであります。 

  ６８ページをお願いします。１０款２項１目小学校管理費０００２学校施設整備事業

１，３５１万９，０００円の補正は、小学校の学校菜園整備に伴う工事請負費を計上し

たものであります。 

  ７０ページをお願いします。１０款３項１目中学校管理費０００２学校施設整備事業

１６万５，０００円の補正は、中学校陸上競技施設の砲丸投げサークルの足留め、走り
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幅跳び踏切板の修繕費を計上したものであります。１０款３項２目中学校教育振興費０

００１教育振興一般５４万６，０００円の補正は、コロナウイルス感染症拡大のため修

学旅行の行き先を変更したことに伴う取消料補助金と、全国大会・東北大会出場に伴う

各種大会の出場費補助金を計上したものであります。 

  ７２ページをお願いします。１０款４項１目社会教育総務費０００１総務費一般２０

６万２，０００円の補正は、１２節社会教育講座の充実を図るための業務委託費と、１

７節ｅスポーツ用の電子遊具を購入するための備品購入費を計上しております。同じく

０００４文化財保護対策事業２６万２，０００円の補正は、森林資料館に設置してある

史跡説明板を修繕するための経費を計上したものであります。同じく２目社会教育施設

管理運営費００１４地域図書室１０万円の補正は、歳入でご説明申し上げました齊藤幸

作氏により寄附いただいた１０万円を図書購入費に充てたものであります。 

  ７４ページをお願いします。同じく５項３目保健体育施設管理運営費０００１圏民体

育館２８万６，０００円の補正は、広域体育館の観覧席の点検作業に係る委託料を計上

したものであります。 

  以上、９月補正予算についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご可決

賜りますようお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。１番工藤政彦議員 

○１番（工藤政彦君） ２つばかり聞きたいと思います。 

  １８・１９ページの財産収入、不動産売払収入ですけれども、土地売払収入に２６万

７，０００円ですが、何のどこを売ったもんだすかと思って、それ一つ。 

  それと、５８ページ・５９ページの土木費の０００２除雪事業の工事請負費に１４０

万円ですけれども、マンホールの補修とか何とかっていうふうな話をちょっと聞きまし

たが、マンホールが何箇所で、たぶん町道だと思いますけれども、どこなのかを教えて

いただければと思います。 

○議長（石川交三君） 伊藤総務課長 

○総務課長（伊藤敏和君） １番工藤議員にお答えします。 

  土地売払収入の総務課分ですけれども、面積が８３㎡で単価が２，４００円で１９万

９，２００円になっておりまして、場所は２８５号線沿いのツルハがあると思うんです

けども、ツルハと隣のわしや歯科医院の、今、国道側にある駐車場との間に緑地帯なっ

てるところあると思うんですけども、あそこの用地をわしや歯科医院のほうで購入した
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いということでしたので売払いをしたところです。 

○議長（石川交三君） 猿田建設課長 

○建設課長（猿田弘巳君） 同じくお答えいたします。 

  土地売払収入、建設課分の６万９，０００円でありますが、こちらは高崎熊野台にあ

ります法定外水路、面積が１８．０５㎡、単価３，９００円の売払いでありまして、７

万３９５円となっております。 

  それと、５８・５９ページの工事請負費、マンホールすり付けでありますが、こちら

のほうは、昨日の一般質問で松浦議員のほうから質問ありました除雪作業に支障のある

マンホールのすり付け箇所でありまして、１１か所、路線は複数路線にまたがっており

ますので特定されておりません。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  ７番佐々木議員 

○７番（佐々木仁茂君） ６８・６９ページ、学校施設整備事業、この工事請負費１，３

５１万９，０００円。学校菜園と聞きましたが、ちょっと中身を説明してもらえないで

すか。 

○議長（石川交三君） 齊藤学校教育課長 

○学校教育課長（齊藤正和君） 佐々木議員にお答え申し上げます。 

  学校菜園、まず場所なんですけども、五城目小学校の職員駐車場の隣に令和３年度に

購入した土地がございます。そこの土地を今回かさ上げしまして、そこを畑、それから

田んぼにするものでございます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、関係部分を関係各常任委員会に付

託することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 
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○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第６１号の審査について

は、関係部分を関係各常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第６２号、令和４年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 予算書８３ページをお願いします。 

  議案第６２号、令和４年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、提案

理由をご説明申し上げます。 

  本案は、マイナンバー保険証利用申し込み支援として利用促進リーフレット作成に係

る経費、未就学児均等割軽減に関する制度改正に係るシステム改修を含む経費、国保税

率改正に係る経費の補正となります。 

  補正額は、歳入歳出予算それぞれ２７万９，０００円を減額し、歳入歳出予算総額を

１１億５，９４５万７，０００円とするものであります。 

  以上が国民健康保険会計の補正内容でございます。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第６２号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第６３号、令和４年度五城目町介護保険特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 予算書１０７ページをお願いします。 

  議案第６３号、令和４年度五城目町介護保険特別会計補正予算（第１号）、提案理由

をご説明申し上げます。 

  本案は、人事異動に伴います人件費、介護報酬改定に伴うシステム改修などの経費、
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実績による国・県支払基金への返還金による補正となっております。 

  補正額は、保険事業勘定の歳入歳出それぞれ１，９８６万６，０００円を増額し、補

正後の歳入歳出予算総額を１９億５，０３６万５，０００円とするものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第６３号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第６４号、令和４年度五城目町水道事業会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 予算書１２９ページをお願いします。 

  議案第６４号、令和４年度五城目町水道事業会計補正予算（第２号）、提案理由をご

説明申し上げます。 

  本案は、消費税及び地方消費税還付額確定による補正、人事異動や休日・夜間の漏水

対応に伴う人件費の補正となっております。 

  補正額は、消費税の確定申告による額の確定として、第２条収益的収入５５万３，０

００円を減額補正、人事異動に伴う人件費の補正として、収益的支出５０６万２，００

０円を減額補正するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 
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○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第６４号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、報告第９号、令和３年度五城目町の教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価の報告についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） 報告第９号、令和３年度五城目町の教育に関する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価の報告書について、報告理由をご説明申し上げます。 

  本報告は、五城目町の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関す

る規則第３条の規定に基づき、別紙のとおり議会に報告するものであります。 

  点検及び評価の趣旨は、教育委員会の主要な施策や事務事業の取組状況について点検

及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより効果的な教育行政の一

層の推進を図るとともに、町民への説明責任を果たし、信頼される教育行政の推進に努

めるものであります。 

  令和３年度の事務事業については、学校教育課関係の主要な事務事業５項目、生涯学

習課関係の主要な事務事業４項目、併せて９項目について点検及び評価を実施し、教育

委員会による自己評価として、９事務事業のうち、「Ａ：期待どおり」が７項目、「Ｂ：

概ね期待どおり」が２項目という内容になっております。 

  これをもとに７月１１日と７月２７日に「五城目町の教育に関する点検と評価審査委

員会」を開催し、教育委員会による自己評価が適切であるかどうかについて審査委員か

らご意見をいただき、報告書にまとめました。そして、８月２４日に開催されました教

育委員会８月定例会において議決されております。 

  今後も、点検及び評価の結果を踏まえて各事務事業の課題改善を図り、効果的な教育

行政を一層推進してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、報告第９号の審査については、



 

- 116 - 

教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、報告第１０号、株式会社あったか五城目の経営状況を説明する書類の提出につ

いてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。武田副町長 

○副町長（武田和栄君） 議案綴り３２ページをお願いします。 

  報告第１０号、株式会社あったか五城目の経営状況を説明する書類の提出について、

報告理由をご説明申し上げます。 

  本案は、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、株式会社あったか五城目

の経営状況を説明する書類を議会に提出するものであります。 

  報告書類の内容につきましては、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、製造原価報

告書、販売費・一般管理費内訳書、株主資本等変動計算書、個別注記表、監査報告書、

五城館事業計画書からなっております。よろしくお願いを申し上げます。 

  第１７期となる株式会社あったか五城目の令和３年度事業につきましては、折膳・弁

当等のテイクアウトの部門を強化し、取り組んでまいりました。また、パン製販部門、

パンの店あったか小町は、経営改善方策を検討し、努力してまいりましたが、令和３年

９月末に事業を廃止、空き店舗の活用方法について種々協議した結果、希望者に店舗を

賃貸することとしました。数社より賃借希望の問い合わせがあり、そのうちの１社に令

和４年１月末より店舗を賃貸しております。半年ぶりのパン店の復活が新聞等に取り上

げられるなど、オープン初日から多くの町民・住民で賑わっておりました。 

  経営状況としては、新型コロナウイルス感染症対策として事業縮小により営業を余儀

なくされたことから、五城館の売上高は前年比２０．８％減収の１，６５４万７，００

０円、会社全体の売上高は前年比２７．４％減少の３，５２９万５，０００円となりま

した。また、今期の利益は２，８５３万３，０００円の損失を計上する結果となってお

ります。 

  今後は、飲食店関係においては引き続き食材管理、原価管理を徹底し、利益率の向上

を目指し、収益確保を図っていくとともに、弁当・折詰等テイクトアウト部門では、チ

ラシ等の配布や営業によるＰＲの強化を図り、増収に努めてまいります。損失解消に向

けて経営改善対策に取り組むとともに、五城館の利用促進に努め、五城目町の活性化の

ため「まちづくり会社」として取り組む方針であります。 

  以上、ご報告を申し上げます。 
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○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。３番松浦真議員 

○３番（松浦真君） ３５ページを見たところで、受取家賃が１９万８，０００円となっ

ておりまして、貸し出しが令和４年１月末からで締めの日が５月なので、５か月分で割

ると月４万円と家賃がなります。このあったか小町自体はパンをそれまでずっと作って

いたその施設も、施設の居抜きの状態で貸し出してると思うんですが、その中の機械と

かも有効活用できるものはしていきながら入っていくという話がありました。その上で、

ここには数社から貸借希望の問い合わせがありということがあり、ある種、この場所を

使ってパンの出店をしたいという方が数社あるという中で、貸出金額がその中で使える

パンの機械など、どのレベルまで使っているかはちょっと分からないんですが、それも

含めると月４万円っていうのは余りにも安いんじゃないかと。ここで要は交渉として第

三セクターとしての経営改善の中で、町としても改善にコンサルティングしていくとい

う話が前回の６月議会にありましたので、このあたりの家賃が低い理由と、それについ

て今後改善していきながらも、ほかの売上げなどどう確保していくのかについて教えて

いただきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 武田副町長 

○副町長（武田和栄君） お答え申し上げます。 

  家賃のことでございますけれども、数社からあって一番条件のいい方を採用したとい

うふうには伺っておりますけれども、そのほかのことについては把握してございません。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ３番松浦議員 

○３番（松浦真君） まあ把握してないということなのですが、ぜひ把握してもらいたい

ということと、よりよい、パンの場所もすごく今人気になっておりまして、朝市のたび

に人が行列に並ぶほどの場所です。月５万円の金額は妥当なのかとか、もしくは、ほか

にも受け取りのその理由があるのかとか、電気代どうなっているのかとか、いろいろそ

の確認をぜひ町としても株主の一つでありますので、ぜひ丁寧に見ていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ
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とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、報告第１０号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  本日まで受理した請願・陳情は、お手元に配付しました請願・陳情文書表のとおり、

総務産業常任委員会に付託しましたので報告いたします。 

  以上で本日の会議は全部終了をいたしました。 

  各常任委員会開催のため、これで散会いたします。 
 
 

             午後 １時４８分 散会 

 

 


